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○日 時  令和３年３月 18 日 

      午前 10 時 00 分開議 

────────────────────────── 

○場 所  議 場 

────────────────────────── 

○出席委員（15 名） 

委 員 長    山 田 庫司郎 

副 委 員 長    立 崎 聡 一 

委   員    石 垣 直 樹 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

────────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   川 田 昌 弘 

企 画 総 務 部 長   岩 永 雅 浩 

市 民 環 境 部 長   酒 井 博 明 

健 康 福 祉 部 長   桶 屋 盛 樹 

農 林 水 産 部 長   川 合 正 人 

観 光 商 工 部 長   田 口   徹 

建 設 港 湾 部 長   吉 田 憲 弘 

水 道 部 長   脇 本 美 三 

庁 舎 整 備 推 進 室 長   後 藤 利 博 

企 画 調 整 課 長   北 村 幸 彦 

総 務 防 災 課 長   田 邊 雄 三 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   三 島 正 昭 

学 校 教 育 部 長   林   幸 一 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

────────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長   武 田 浩 一 

事 務 局 次 長   伊 倉 直 樹 

総 務 議 事 係 長   神 谷 浩 一 

総 務 議 事 係 主 査   寺 尾 昌 樹 

係   早 渕 由 樹 

────────────────────────── 

午前 10 時 00 分 開議 

○山田庫司郎委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 本日の審査日程は、総括質疑及び報告案等の取

りまとめについてでありますが、議案第１号令和

３年度網走市一般会計予算に対して修正案が提出

されておりますので、この取扱いについて協議す

ることとし、暫時休憩したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、そのように決定しまし

た。 

 それでは、ここで暫時休憩します。 

 再開は、追って予鈴をもってお知らせしますか

ら、承知願います。 

午前10時01分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時42分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 修正案が提出をされています。 

 修正案の提案理由の説明を求めたいと思います

が、先ほど休憩中に網走市議会として修正案に対

する資料の提出等の細部の基準がないという議論

がありまして、これは本来ですと今回に適用すべ

きかもしれませんが、時間的なことも総合的に判
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断をしまして、基準の必要性は全員が理解をする

中で、早急に今後そこの基準づくりに網走市議会

として邁進していくと、こういう確認もしている

ことをまず冒頭皆さんにお話をして、今回の修正

案についての提案理由説明を受けたいと思います。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 令和３年度網走市一般会計に

対する修正案を提出をさせていただきました。 

 ただいまから修正案について御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 議案第１号令和３年度網走市一般会計予算第１

号の一部を次のように修正いたします。 

 第１条、243億9,687万4,000円を242億7,937万

4,000円に改めるものであります。 

 内容といたしましては、議案の第１表歳入歳出

予算の歳入について、第20項にあります繰入金の

第１項基金繰入金、この中に数字として記載がさ

れております11億3,046万9,000円を11億1,366万

9,000円に、合計欄11億 5,537万9,000円を11億

3,857万9,000円に、そして市債の１項市債28億

7,760万円を27億7,690万円に、合計欄28億7,760

万円を27億7,690万円に、そして歳入の合計を243

億9,687万4,000円を242億7,937万4,000円に改め

るものです。 

 また、第１表歳入歳出予算の歳出について、教

育費の第５項にあります保健体育費８億7,091万

4,000円を６億6,341万4,000円に、合計欄21億

6,629万円を20億4,879万円に、歳出合計を243億

9,687万4,000円を242億7,937万4,000円に改める

ものです。 

 また、第３表地方債について、学校教育事業債

１億6,280万円を6,210万円、合計欄の28億7,760

万円を27億7,690万円に改めるものであります。 

 詳細につきましては、予算書説明書に記載があ

ります。予算書を御覧いただきたいのですが、

110ページ、111ページに歳出として記載がありま

す学校給食施設整備事業について、１億1,750万

円を減額しゼロ円とするものであります。 

 また、歳入について、34ページ、35ページに記

載されております基金繰入金のうち、ふるさと寄

附基金繰入金のふるさとのまちづくり基金繰入金

５億9,108万5,000円から1,680万円を減額し、５

億7,428万5,000円にするものであります。 

 また、40ページ、41ページに記載があります教

育債のうち、学校教育事業債の学校給食施設整備

事業費１億70万円を減額しゼロ円へと修正するも

のであります。併せて各会計に関連する合計金額

も修正となります。 

 この学校給食施設整備につきましては、これま

での予算委員会の中で種々御議論が行われたとこ

ろであります。大方の委員からの質疑に対しまし

て、教育委員会の各担当者からも説明がなされた

ところでありますが、私たち議員として納得でき

るもの、理解できるものは非常に乏しい内容で

あったというふうに考えているところであります。 

 これまで検討されてきたその努力もあったこと

かとは理解するところではありますが、今後の未

来の子供たちのために今この議会として果たすべ

きこと、市民のためを思って何を子供たちに提供

できるのか、その観点に立ったときにこの事業を

容認することはできない、そういった判断に至り

ました。よって、この修正案を提出をさせていた

だきます。 

 以上です。 

○山田庫司郎委員長 ただいま修正案に対する提

案理由説明を頂きました。 

 委員の皆さんはこの修正案について初見であり

ます。初めてということになると思いますので、

委員長として、ここで休憩を取らせていただいて、

修正案の内容について、ぜひ皆さんもまた熟読し

ていただきたいと、こんな意味で同意が頂ければ

休憩を取りまして、11時15分再開予定とさせてい

ただきたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

○工藤英治委員 修正案の提出要件として、修正

案はこのものそのものが修正案になる場合、「こ

こに改める」、こういう文言では受け付けられな

いはずなのですけれども、事務局どうですか。 

 このままが修正案として出るはずなのですよ。

このままでは成り立たない文言だと思います、文

言が。それを調べてください。このままが修正案

としてここに載るのですよ。そういうふうに定義

づけられているはずです。このとおりに行かなけ

れば駄目です。「ここに改める」、こういう文言

にはならないはずです。 

○山田庫司郎委員長 休憩します。 

午前10時51分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時15分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し
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ます。 

 先ほど修正案の提出につきまして、提案理由の

説明を頂きましたが、提出いただいた川原田委員

から補足の説明の求めがありましたので、これを

許可します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 先ほど御提案をさせていただ

きました令和３年度網走市一般会計に対する修正

案につきまして、その内容は先ほど御説明させて

いただいたとおり、歳出に当たる学校給食施設整

備事業１億1,750万円をゼロとし、それに当たる

歳入を同じく減額するものであります。 

 この修正案を提案させていただくに至った経過

は、昨年この学校給食の一部集約と、そして一部

民営化の提案があったわけでありますが、コロナ

禍という想定外の事態の発生により、一時はその

説明会等が開かれないということで中断していた

経過がありました。そういった中から改めてこの

議件がこの予算として出てきたわけでありますが、

私たちもこれまでこの特別委員会で種々議論を重

ねてまいりましたが、この施設整備予算と民営化

とは一体であるという、そういった説明がまず初

めにされたところであります。 

 そういった中で、果たしてその事業が子供たち

のためになるのかどうか、そして地域の未来のた

めになるのかどうか、そういった視点から議論を

させていただきました。 

 教育委員会としても、この事業を進めるに当

たって様々な検討を行い努力を重ねてきたことだ

というふうに私は理解をするところでありますが、

しかしこの間の議論の中で、私はやはりもっと

しっかりと時間をかけて市民、子供たちの声を聞

きながら、そしてこのまちの未来の将来設計を見

据えて取り組んでいかなくてはならない重たい課

題であるという認識をしたところであります。 

 したがって、今回のこの事業に関しては、一度

立ち止まってもう一度私たち議会も含めてしっか

り議論をしていく、そういった意味も込めて、今

回減額修正案を提出をさせていただくところであ

ります。 

 委員各位におかれましては、どうか慎重な御議

論の上でこの修正案、皆さんに御理解を頂きたい

というふうに心からお願いを申し上げます。 

○山田庫司郎委員長 それでは、この修正案に対

しましての質疑を受けたいと思います。 

 立崎委員。 

○立崎聡一委員 川原田委員の意見提出に対する

質問を述べさせていただきます。 

 予算委員会含めまして、それからお話の中に

あった昨年来からのお話ということでございまし

た。 

 コロナで一時中断という表現をされていたかと

思います。それから子供たちの明るい未来ですと

か、地域のためにという気持ち、それは私も同じ

であります。同じであると思います。そこは共通

の認識だと思いますし、学校給食がその点につい

て非常に重たいウエートを占めているのだという

ふうに思います。 

 その中で、やはり最良の方向を選び、いま一度

立ち止まって、そして委員各位、市民の皆さん、

それぞれ御検証され、考え、そしてまとめたほう

がいいというお話を補足説明いただいたところで

あります。 

 私としては、質問になる部分だけをお話ししま

すと、今までの実例、それから本当に困っていた

部分というのがあるかと思います。そこの部分は

多分川原田委員というか、川原田委員が代表して

御意見を述べたのだと思いますが、その辺につい

ては御存じなのかなというふうに思います。 

 大変、学校名を挙げて申し訳ないのですけれど

も、白鳥台小学校の実例がございます。詳しくは

述べなくてもわかっていらっしゃると思いますが、

そこで今後、今進めないと今後立ち行かなくなっ

ていくのではないかなというふうに私は思いまし

た。そこでお聞きしたいと思います。 

 そこの白鳥台小学校の問題なのですけれども、

少人数、要するに２人体制の学校の給食体制の在

り方ですとか、それから食材提供の在り方ですと

か、いろいろな問題を私なりに調べさせていただ

きました。そして、地域から「早く進めてもらい

たい」「学校給食を何とかしてもらいたい」、何

とかしてもらいたいというのは同じ思いだと思い

ます。その辺のことをよく御理解されているのか

どうなのか。もちろん御理解はされているので

しょうけれども、どういう御答弁を頂けるかなと

思いまして質問に立たせていただきました。よろ

しくお願いしたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 立崎委員から頂きました御質

問に答弁をさせていただきたいと思います。 
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 過去にあった実例については認識をしていると

ころであります。教育委員会としても、この課題

を重く受け止めて今回の決断、民間委託の検討が

されてきたのだというふうに理解をしているとこ

ろです。それと同時に、現在の体制の中でこの実

例に合わせて体制を変換している状況もあるとい

うふうに受け止めています。 

 学校給食調理員の方々35名から請願が提出され

ておりました。その請願の提出に当たって、35名

の方たちから御意見を頂戴したところであります。 

 少人数の体制に対して、確かに１人が病欠した

場合、１人で体制が回せるのか、そういった課題

については認識を共にするところです。 

 それに対して教職員の現場の方たちからの答弁

は、「私たちは既に横でつながっているので、何

かあったときは35名支え合いの体制ができている」

ということであります。ここの体制をしっかりと

強化して、誰かが病欠する、そういったときには

ほかの学校からの支援も人的な力も受けることが

できる、そういった体制の構築が既にできている

というふうに伺っております。 

 さらには、そこにはそのように緊急時に対応で

きる職員の増強を、この会計年度任用職員の増強

をもって当たることも十分に可能であるというふ

うに考えております。 

 そして、食材提供の在り方について御質問を頂

きました。 

 私は、白鳥台小学校のように地域の学校こそ食

材提供に地産地消の食材を活用した、まさに未来

を見た子供たちのための学校給食提供は可能なの

ではないかというふうに考えています。 

 現在、農家さんの方で子供たちのためにとお米

をつくっている農家さんがいます。まだまだ課題

は山積なところでありますが、例えばサケだとか

地域の食材をこれからもっと使っていただきたい。

市長の代表質問への答弁でも、そのような答弁が

ありました。しかし、先般の答弁では、地域のそ

ういった食材を今回民間委託に当たっては活用で

きないという答弁があったところです。もちろん

一括してやるので、ある程度のものはできるので

しょうけれども、サケ１本まんまを例えば使うだ

とか、地域の新しい食材を使うだとか、そういっ

たところはなかなか難しいというのが質疑でも明

らかになったところです。 

 そういった観点も含めていくと、少人数の小さ

な学校こそ残していく価値があり、意味があるの

ではないかと、私は考えているところです。 

 いずれにしましても、思いは共にしているとい

うふうに考えておりますので、今すぐの答えでは

なく、そういった観点も踏まえてこれから議論を

重ねて未来の学校給食の在り方を共につくってい

く、そういったことが必要なのではないかと考え

ているところです。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○山田庫司郎委員長 立崎委員、再質疑はいいで

すか。 

 ほかに質疑。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 先ほど川原田委員を代表として

数名の委員さん方からということだと思いますが、

修正動議がかかりまして、この学校給食の今回の

一部集約化に関する改修並びにトラックの購入金

額に対する、そこの削除ということで提案があっ

たところではありますが、私もこの学校給食の問

題というのはとても大事な問題だと思っておりま

す。 

 そういった中で、私自身もいろいろと調べたり、

お聞きしたりする中で、先ほど立崎委員の話に対

しての答弁がありましたけれども、パート２人だ

けの体制のところ、パートさん３人だけの体制の

ところ、また職員とパートさん１名１名の２名し

かいないところというところが網走市にはまだ幾

つかございます。今回の集約に対象となったとこ

ろも、そういった少人数体制のところを何とかし

なければいけないという市のほうのお考えだと私

は理解しております。 

 私も先ほど事故があったというか、大変だった

ことがあったという話、２人しかいないところで

お一人がインフルエンザ、お一人が身内の御不幸

があって急に２人とも来られなくなってしまった

ときの給食提供の大変さ、本当に今考えてもどう

やって提供したか覚えていないぐらい大変な思い

をして、提供することはできたけれども、こう

いったことが今後また繰り返されてしまうという

ことは、大変よくないのではないかと。それこそ

給食がおいしくて、安全な給食を安定して提供す

るというところに関しては、市としてもやはりき

ちんと手を打っていくべきことではないかなと

思っておりましたので、今回のこの集約に関して

は私としては妥当でないかと思っております。 
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 また、去年も９人辞めて９人補充し、さらに３

人辞めて、今後また２名辞める予定というふうに

聞いております。こういった自転車操業的なこと

を繰り返していると、南地区の共同調理場、親子

給食になったときに、1,000食を作っていて、今

給食調理業務から辞めた方のお話も聞きましたけ

れども、本当に決められた時間の中で決められた

食数を作り上げなければいけないということで、

本当に連携をよくしながら、はい、食材が来まし

た、点検します、洗います、カットしますという

ので、そこに新人の方が何名か入られると、やは

り流れというのがなかなか難しい、そうすると新

人に対して教えながら時間内にやり切らなくては

いけない、そうすると調理場の雰囲気も悪くなっ

たり、事故につながりかねない、現に去年も包丁

で手を切ったり、転んだりという事故が４件あっ

たと聞いております。このまま行って、経験年数

の数年の人が全く新しいパートさんと組まなけれ

ばいけなくなるような状況、そこがやっぱり何名

か人がいるところならまだカバーし合っていける

かもしれないのですけれども、３名、２名体制の

ところがそういうふうになってしまうと、事故に

つながる可能性もかなり高くなるのではないかな

と、私はそこも懸念しております。 

 また、教育委員会が行ってきたＰＴＡの説明会、

コロナがあったのでなかなか思うようには進みま

せんでしたけれども、関係の各学校には説明は終

わっているということで、そのときの説明会の中

では、ほぼ賛成という方がほとんどだったという

ふうにお聞きもしております。 

 こういった網走のおいしい給食がなくなってし

まう、民間委託することによってなくなってしま

うのではないかと心配されている皆さんの御意見

も聞かせていただきましたけれども、多分市とし

てはそういったことがないように食材の購入も市

が直営、献立の作成も毎月の献立会議にきちんと

民営化になったとしても来ていただいて、各学校

に大きな差が出ないように、多分民間委託する際

にはこういったことの条件をつけると難しくなる

のがわかっているけれども、やはり網走の子供た

ちにおいしい給食を安全に安定的に提供したいと

いうことで、わざわざこういった条件をつけたの

ではないかと、私は思っております。 

 そしてまた、35名のパートさんの中で、私も澤

谷委員も相談を受けた方がおりまして、その方と

お話をする中で、食材の購入を市がやってくれる

直営というのは全く知らなかったとか……。 

〔「質疑だよ、質疑。」「そうだ。」と呼ぶ者

あり〕 

 また、首を切られるという言い方をされて、そ

こが不安だということで署名をしたという方が直

接相談を受けた中でいらっしゃいました。これは

署名をする前提条件がやっぱり違ったのではない

かなと思いますし、民間委託に関してはこれから

具体的に進むかどうかというところで、市として

も首を切るつもりはもちろんないと思いますし、

かといって民間に移行する場合に、そういった…

…。 

〔「質疑だよ。」と呼ぶ者あり〕 

 条件を具体的にどうつけるかというのはまだ決

まったことではないのでお答えできないというの

が現実かと思っております。 

 私としてはこういったことをいろいろと懸念を

しているわけなのですけれども、このまま同じ体

制を続ける中で私が思っているような、この懸念

に対してはどうお答えしていただけるのかお尋ね

したいと思います。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 ただいま永本委員から御質問

を頂きました。 

 抱えている課題認識としては私と共通している

というふうに思います。 

 先ほど立崎委員からの御質問にもお答えをさせ

ていただきましたけれども、少人数に対しての課

題、これはやはり解決していかなくてはならない

課題だというふうに理解をしています。だからこ

そ、現場の待遇の強化ですとか、それと体制の強

化、これを図っていく必要があるのではないかと

いうふうに考えているところです。 

 また、途中で辞めてしまう方がいてなかなか補

充が効かない、このことが大変な一つの要因では

ないかといった発言もありましたけれども、だか

らこそ待遇の改善だとか、職場環境の改善、これ

を行っていく必要があるのではないかと私は思う

ところです。 

 これまでの議論、続けてまいりましたけれども、

そういった同じ課題認識を持ちながら私たちも聞

いてきましたが、民間に委託することによってこ

れらの課題が解決できるという答弁は残念ながら

なかったわけであります。それがこの修正案を提
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出するに至った背景であります。 

 そして、ＰＴＡの説明会があった、市としては

学校給食の質は下がらないという説明があった中

で多くの方が安心をしたというふうに御発言が

あったところでありますが、先般この議論をして

いた中で、私は非常に不思議に思った答弁が一つ

あります。小田部委員からスケート場の管理につ

いて質問があったときに、委託会社に聞かないと

わからないという答弁がありました。民間委託を

して委託会社に聞かないとわからない、委託会社

の意見を聞かないと何もできない、そういった教

育委員会が学校給食を民間委託して、給食の質が

下がらないように果たして指示ができるのでしょ

うか。私は到底、今回の特別委員会の議論の中で

そのような体制を構築できるような状況にあると

は思いません。 

 そして、まだ決まっていないことが多い、そう

いった質問も頂きました。だからこそ、今決める

べきではないのです。決まっていないことがあま

りにも多い、そういった中でなぜ来年拙速に民間

委託をしなくてはならないのでしょうか。まだま

だ議論をしていかなくてはならないことがたくさ

んあります。そういった中で、これからのことを

しっかりとみんなで考えていく、その姿勢こそが

必要なのだというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○山田庫司郎委員長 永本委員。 

 なるべく簡潔にお願いします。 

○永本浩子委員 先ほど待遇の改善というお話が

ありましたけれども、給食調理員さんの待遇はほ

かの一般のパートさんの時給よりはかなり高いの

ではないかと認識をしております。さらに待遇を

改善をして２人体制のところを３人体制にすると

いうお話なのでしょうか。先ほどのような２人、

３人体制のところの急なお休みとか、そういった

ときの対処とはまたちょっと違うのではないかと

思っております。 

 そしてまた私が心配しているのは、あまりにも

辞める人が多くて新しい人ばかりになってしまう

中で、事故が起きる可能性が高いということです。 

 それから、委託会社に聞かないとわからないと、

確かにそういったやり取りがあったのは私ももち

ろんいましたので聞いておりますが、今回に関し

ては毎月の献立会議にも民間業者にもきちんと出

てもらって、そこできちんとやり取りをするとい

うことで、確認をする場というのをきちんと設け

ているということなので、その点に関しては私は

大丈夫なのではないかと思っております。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 ただいま永本委員から質問頂

きました件について、答弁をさせていただきたい

と思います。 

 待遇等につきましては、私が細かく考えること

ではなく、もちろん教育委員会の考えることだと

いうふうに私は思いますが、ただ２人体制のとこ

ろが心配だから３人いなくてはいけないとか、そ

ういったことでも私はないのだと思っています。

先ほど言いましたように、会計年度任用職員の給

食に関わる調理員の皆さんは年ごとにそれぞれ各

調理施設を転換替えがあるものですから、その都

度横のつながりというのがもう既にできています。

そういった中で、例えば白鳥台小学校の２人いる

中で何人か休みますよとなったときに、１人休み

ますよとなったときに、ほかの学校からそのとき

サポートに行けるという体制は構築可能だという

ふうに伺っています。現状どのようになっている

のか教育委員会に伺わないとわかりませんが、そ

ういった体制の強化を行っていくことで十分可能

なのではないかと、そういうふうにも私は考えて

いますが、そこの在り方については様々議論があ

ると思いますので、そこはまた別の機会で待遇の

在り方について議論をしていけばいいのではない

のかというふうに思います。 

 辞める人が多いという質問に対しても、全く同

じことでありまして、辞める理由を明確に押さえ

ているのかというと、そういった状況にはないと

いうふうに私は理解をしています。したがいまし

て、もっときめ細やかに教育委員会含め、私たち

も調べて対応していくことによって、これらの課

題を少しでも解決させていくことができるのでは

ないかと、そのように考えているところです。 

 いずれにしましても、その点につきまして民間

委託をしたからといってそれらが解決される、そ

ういった答弁にもありませんでした。ですので、

今回の修正案の提案に至ったところです。 

○山田庫司郎委員長 質疑を続けます。 

 近藤委員。 

○近藤憲治委員 先ほど御上程いただきました議

案第１号の修正について、質疑をさせていただき

ます。 
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 今回の原案の上程も含めて、大変学校給食の提

供体制が危機的な状況にあるというのは、この修

正を出された側もそしてまた原案を見ている皆さ

んの側も共通の認識に立っているというものとい

うふうに受け止めさせていただいているところで

すけれども、先ほどから川原田委員の答弁を伺っ

ておりますと、現場には横の連携があって大丈夫

なのだというようなニュアンスの発言をされてお

ります。しかしながら、先ほどの答弁では一方で、

詳しくは聞いてみないとわからないのですけれど

もという答弁をされております。 

 今回の修正というのは、直営体制を維持すると

いうことが前提になっていますが、それぞれの課

題を直営を維持することで解決していけるという

ビジョンが全く伝わってまいりません。そういう

点でどのようなお考えをお持ちなのか。また、現

場の課題がどのように解決されていくのか、この

直営を維持することで。そこをしっかりと示して

いただく必要があると感じております。お伺いい

たします。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 ただいま近藤委員から頂きま

した質問にお答えをさせていただきます。 

 結果として、今回の修正案によって直営が維持

される、そしてその直営の維持が可能なのか、想

定の範囲を抜けないのではないのかといった御質

問がありました。 

 これまで議論をしてきた中で、逆に言えば民営

化になってこその維持というのも私には見えな

かったというのがまず一つであります。そして、

直営の維持に関しましては、これこそみんなで議

論して努力していく課題ではないのでしょうか。

そこがわからないとか、そういうことではなく、

ではどうしていくのだという議論がなくて、これ

からの未来をどうやってつくっていくのでしょう

か。逆に私はその質問の意図がわかりません。 

○山田庫司郎委員長 近藤委員。 

○近藤憲治委員 ただいま答弁を頂きましたが、

やはり現場の課題、これから解決すべきでみんな

で相談しようというのでは私は危機感が足りない

というふうに感じました。 

 まさに今、目の前で起きている小規模調理場の

人員不足でありますとか、何か突発的なアクシデ

ントがあった場合のフォローの仕方、こういった

ものも含めて、さらにもう一方で子供たちが減っ

ていく、どうやって安定的な給食提供体制を維持

していくのか、そういったことを総合的に勘案を

して、今回教育委員会から原案が上程されたもの

と私は受け止めています。 

 本来であれば、昨年の今頃上程をして話を進め

ていきたいという思いがあったというふうに私は

受け止めておりますが、新型コロナウイルス感染

症の話もありますし、市民の皆さんの様々な御懸

念があるということで、１年間時間をかけてしっ

かりと説明をして今日に至っているというふうに

考えております。ですので、ゆっくり課題を解決

できたらいいですねというような時間をかければ

いいというものではなくて、可及的速やかに解決

しなければならない問題が目の前にあるので、今

回原案が上程されているというふうに感じており

ますので、危機感が川原田委員に本当にあるのか

どうかをお伺いしたいと思います。 

 特に、特にですね、現在現業不補充で学校給食

の現場はこれまで来ました。この後、プロパーの

皆さんが定年退職をされていくと、現場の管理を、

マネジメントをどのように行っていくかというよ

うな課題も出てまいります。そこでむげにそのま

ま直営を続けていけば何とかなるという精神論で

はなくて、やはり新しいページを開いて、どのよ

うな在り方をつくっていくのかというところに踏

み込もうというのが原案の議案第１号であります

ので、そこは強い危機感を持って迅速に課題を解

決するという意思を川原田委員お持ちなのかどう

か、改めて伺いたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 ただいま近藤委員から頂きま

した御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 少人数である課題、共有しておりますので、そ

れに対して取り組んでいく、検討していくこと、

そのことについては先ほど述べさせていただいた

とおりであります。 

 そして次に、将来のことを考えると子供の数が

減っている中でどうするのだ、このことも特別委

員会の中で種々議論がありましたが、私たちが

言っているのは、将来子供たちが減っていくこと

で検討していかなくてはならないのは、学校もこ

れから減っていくのだから併せて議論していかな

くてはいけないのではないのかということを何度

も問いかけているわけです。しかしながら、その



 

- 288 - 

 

学校の再編については考えていない、考える予定

もないというのがこれまでの答弁です。 

 今の近藤委員の御質問でいくと、やはりそこは

同じ意識でありますので、そこも教育委員会にこ

れからしっかり求めていかなくてはならない、そ

ういうことではないのかなというふうに私は思っ

ているところです。 

 そして、説明会がなされているとありましたけ

れども、過去の説明会を行っていくという答弁で

は、これから子供が学校に入っていく、そういっ

た方たちにも説明をしていくと、そういった説明

もありましたし、地域にお住まいの方たちにも説

明をするということも提案としてありました。し

かしながら、それは実施されておりません。そう

いった状況になっていますので、私はそこは十分

な説明はされていかなったのではないかというふ

うに思います。 

 そして今後プロパーの方たちがいなくなってし

まうことに対しての危機感という御質問もありま

した。私も全く同じ認識を持っています。しかし、

来年、再来年、そんなすぐにこのプロパーの方が

いなくなるというわけではありません。それは近

藤委員もよく御存じのとおりだというふうに思い

ます。 

 タイムリミットはあるというふうに同じ認識で

います。だからこそそこに向けてしっかりと議論

をしていこう、今結論を出すべきではない、それ

が私たちの見解であります。 

 以上です。 

○山田庫司郎委員長 質疑ございますか。 

 近藤委員。 

○近藤憲治委員 今、御答弁を頂きました。基本

的にはこれからこれからという御答弁ばかりで、

危機感は本当にあるのですかという問いには明確

なお答えはなかったというふうに受け止めさせて

いただきました。 

 私は給食の安定的な提供体制というものは、迅

速に維持確立をしていく必要があると考えており

ますので、やはり新しい手を打つにはまさに今し

かないというふうに考えておりますが、そこは共

通の認識に立てないということが、川原田委員の

答弁からわかったところであります。 

 最後に、基本３往復やっているのですか、質疑

と答弁。では、最後の質疑なので、概論的にお伺

いをいたしますが、今回この修正案というのは直

営を前提としております。また、その体制を維持

していくために、先ほど会計年度任用職員を増強

すればというような話もございました。私はその

発言を聞いていて非常に疑問に感じたところであ

ります。 

 新庁舎建設の議論の際を思い起こしていただき

たいと思いますが、提案者である川原田委員も含

めて多くの議員は、これから網走市の人口は減っ

ていく、だから職員の数は減っていく、小さなコ

ンパクトで機能的な庁舎をつくるべきなのだとい

うような前提に立っておりました。しかしながら、

川原田委員はこの修正案に対する質疑答弁の中で、

会計年度任用職員を増強するという考え方を示し

ておりました。これはお話を伺っていて大変な矛

盾だと感じた次第であります。ここはやはり人口

減少、そして子供たちの給食の安心安全な提供体

制を維持していくということを両面でにらんで、

新しい手法を取り入れていくというのが前提にな

る必要があると考えますが、川原田委員はこの市

の職員、会計年度任用職員の数も含めてですけれ

ども、減らしていくべきだと考えているのか、増

やしていくべきだと考えているのか、結局のとこ

ろどちらなのでしょうか。私には全く伝わらな

かったので最後にお伺いをしたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 近藤委員の質問にお答えさせ

ていただきます。 

 危機感がないのではないかという御質問をされ

ましたけれども、私たちは危機感があるからこそ

特別委員会の中で何度も質問をして答弁を頂いて、

それでは足りないという点を何度も問うてきたわ

けであります。 

 残念ながら近藤委員からこの件についての質問

はなかったわけでありますが、危機感を抱いてい

るからこそこの議会の場で私たちはしっかりとそ

の内容を確認を行ってきたわけです。 

 そして、次に直営であって、その迅速さに欠け

るのではないかということでありましたけれども、

逆に会計年度任用職員の補充というのは足りなく

なったらすぐできるのです。しかし、民間委託と

いうのはこれからの議論です。迅速さを考えるの

であれば、課題に対してすぐにアプローチできる

ことを考えるのであれば、直営を行って常に人材

を募集をし続けるということも一番迅速に課題に

取り組める、そういったことになりませんか。そ



 

- 289 - 

 

れが私は一番最も迅速に課題解決に向かえる方法

だというふうに思っています。いずれにしまして

も、多くの課題の認識というのは共通していると

いうふうに思っています。スピード感が大切だ、

そのことも大きく一致しているというふうに思い

ますので、今回どうなるか結果はわかりませんが、

この後も継続してこの学校給食については議論を

続けていく、そして最良の方法を皆で一日も早く

生み出していく、そのことを議員としても常に胸

に抱きながら、そして教育委員会の皆さんにもそ

ういった思いで、全てが反対だということではな

く同じ課題認識をしながら、もっといい方法があ

るのではないか、子供たちのためになれるのでは

ないか、そういった思いを持って取り組んでいき

たい、そのように考えているところです。 

○山田庫司郎委員長 質疑ございますか。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 的外れな質問だったらすみませ

ん。 

 私、皆さんの今までの議論も聞いて自分も、先

ほど永本委員も言いましたが、やはり調理員の方

からの相談も受けたり、またお父さん、お母さん

と話合いする場にも出されてもらったことがあっ

たのですけれども、やはり皆さん共通して議員の

皆さんも、人口が減って、民間委託もいずれは必

要だという考えでしたよね。それは違いましたか。

人口が減少していって、集約化はせざるを得ない

という考えでしたよね。それはたしかそのように

発言があったと思うのです。 

 それで、私やっぱり何でも変わるところ、始め

るところはやはりこのように摩擦があるものなの

ですが、私一つだけ、議員になって２年目ですけ

れども、その前までは私も何十年も民間で働いて

いました。民間で働いていたとき、やっぱり給料

が安いだの上司が気に食わないなど、そういう愚

痴は言い合いましたけれども、同じでした。横の

連携は本当にみんなが困ったら助け合って働いて

いたし、給料が安かろうが、辞める理由はやっぱ

り待遇というよりは人間関係とか体の不調とか、

そういうものが多かったです。横の連携は本当に

取れていて、しかも働いている方は、これは決し

て差別発言ではなくて、女性は我が子においしい

もの食べさせたいと思って料理しますよね。本当

に家族に食べさせたいと思って、それはパート調

理員だからとか民間調理員だとか関係ないのです。

ある意味、給料が安かろうが、自分の持ち出しし

ても食べさせたいぐらい思って働いている人たち

で、なぜこんなに調理員さんたちが不安になった

かというのは、やっぱり今ある生活がもう本当に

どうなるかわからない、次に就職、新しいところ

に行ったらまた初めからやり直さなければいけな

い、そういう不安を抱えて変わらなければいけな

いということをすごくそこがよくわかって、そこ

を私たちのことをもっと大事に扱ってほしいとい

いう、何か切捨ての人材ではなくて人間として大

事に扱ってほしいのだという思いがすごく伝わっ

たのですよね。だから、むしろ私たち議員がやる

べき仕事は、教育委員会の人に、ぜひパート調理

員さんをそのまま民間委託するときは、ぜひ雇用

を確保したままでまずやってほしい。そしていず

れは皆さんも最終的には人数がどんどん減って

いって、調理員さんはどうしても減っていくとい

うことが皆さんもうわかっているのだったら、先

延ばししていけばいくほど厳しくないですか。 

 今やっぱり、すみません、これ質問でしたね。

ほかにもいい案があるというなら、その対案はき

ちんと考えて出さないと次の年度、次の年度で繰

越ししていくと大変なことに、にっちもさっちも

行かなくなってからやるよりは今やっぱりきちん

とやっておくべき、既に去年ももう上程されてい

ましたので、今やっておかないと間に合わなくな

るのでないでしょうか。質問になっていますか。

すみません、以上です。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 澤谷委員から御質問を頂きま

した。 

 言われていることはよくわかります。ほとんど

の思いは共通しているのだと思います。 

 その中で一つ、対案はとありましたけれども、

民間委託に対する対案というのは、まずは現状の

直営体制を維持した中で待遇改善を図っていく、

現場の環境改善を図っていくということだという

ふうに思っています。 

 そして、職場の働いている方たちの環境に対し

てもるる発言がありまして、本当にそのとおりだ

というふうに思います。だからこそ、働いている

人たちに安心して働いてもらえるために、民間委

託にすると結局派遣会社とかに頼るようになって

しまうのですね。そして、そうなると給料も下

がってくることも容認せざるを得なくなってきま
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すし、また派遣切りだとかいろいろなことがある

のですね。これが会計年度任用職員ということで

あれば、少なくても１年間の雇用は継続されるわ

けです。働く環境もありますし、期末手当も当た

ります。こういった中で、しっかり環境はいい方

向に民営化よりも、民間委託よりも今のこのほう

ができるというふうに私は理解をしているところ

です。 

○山田庫司郎委員長 質疑ありますか。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 うまく質問できなくて申し訳あ

りません。 

 私、民間の代表でも何でもないのですけれども、

今のやっぱり川原田委員の発言だと、民間は給料

が安くなると、私は今まで一度も、何十年も民間

で働いて給料が安くなったことは一度もありませ

ん。１円でも５円でも２円でも３円でも、必ず上

がってきました。安くなるという決めつけのその

考えをちょっと取っ払っていただいて、そして民

間の経営者の方は確かに利益を追求します。でも、

利益を追求するのだけれども、人材の確保はすご

く大事にしています。人事部長もよく言っていま

した。募集をかけてもなかなか来ないとき、やっ

ぱりいろいろ人と会っていろいろなところに顔出

してやって、全然また話違いますか、すみません。 

 とにかく調理員さんの雇用が私はもうきちんと

守られて、しかも調理員さんは絶対どこで働いて

もおいしい給食を提供してくれるのはもう何か討

論の余地もないぐらい当たり前のことです。それ

ぐらいの気持ちで働いてくれていました。 

 言っていました。子供たちがおいしいと言って

くれるのですごくうれしくて、やりがいのあるい

い仕事だと言っていました。でもそれは、どの職

場でもそうで、やりがいを持って働いています。

みんなそんな民間だからあんまり張り合いないと

思われているのは、ちょっと悲しいです。だから

何の質問かというと、民間が下がるという決めつ

けはどうなのでしょうかという質問です。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 澤谷委員からの御質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

 本当に大切なことだというふうに私も思ってい

ます。民間だからといって下がるということでは

決して駄目なのですね。民間であってもやはり

しっかり会社として収益を得て、そして働いてい

る人たちにきちんとお給料を支払いできる、私も

会社を経営していますので、思いは全く同じです。 

 しかし、会社として経営をしていくためには、

頂いたお金の中で、委託を受けたお金の中で人件

費に充てる部分、いろいろな支出が出てきます。

その中で、今の、私は民間だからどうということ

ではなくて、今の会計年度任用職員の方に調理の

現場で働いていただいている環境よりも、残念な

がら今の仕組みでは民間委託になった場合に収入

が少し下がってしまうのではないのか、その懸念

が今回の質疑の中で出てきましたので、そのこと

を上げさせていただいていて、全体の民間の働い

ているのはどうのこうのという議論ではありませ

んので、その点は御理解を頂きたいというふうに

思います。 

 できれば私は民間の方の、私は最低賃金1,500

円まで上げろと言って主張している側の人間です

ので、どんどん給料を上げていただいて、民間の

方の活躍できる社会をしっかりとつくっていかな

ければいけないというのが私の意見です。 

 そして、先ほどの今後の在り方についてはやっ

ぱり地域の意見をしっかりと聞く、市民の意見を

しっかりと聞いて、今後のことを考えていくとい

うことが重要だということも併せて述べさせてい

ただきたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑を打ち切らせていただきます。 

 続きまして、意見を求めます。 

 意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なしと判断いたします。 

 討論ございますか。 

 工藤委員。 

○工藤英治委員 反対の立場で討論させてもらい

ます。 

 教育の今一番大事なこと、英語、プログラミン

グ等教育が急な時代変化を迎えております。変化

への対応に適切な職員配置、また部活動の推進維

持が求められているところでございます。 

 学校給食が民営化されて多少の不便があっても、

子供の体力低下等はないものと思っております。 

 民営化によって労務管理の軽減がされ、余力を

他に向ける時間が確保され、よりよい教育環境の

一助になるものと思っております。 
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 地域の意見もそれぞれありますが、子供の教育

環境を第一に考えるとき、修正案に反対をいたし

ます。 

○山田庫司郎委員長 討論ございますか。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 私は日本共産党を代表して、た

だいま提案されました修正案に対して賛成の立場

から討論を行います。 

 教育費の学校給食施設整備事業ということで、

予算委員会で多くの委員が質疑をいたしました。

しかし、結果として、質問した委員が納得するよ

うな答弁は残念ながら得られませんでした。 

 学校給食は子供たちが主役であることは言うま

でもありません。これまで何とか維持してきた親

子給食を、子供たちの直接の声を聞かずに今まで

の親子給食を大きく変更し、民間委託を前提とし

た集約化する計画であります。 

 網走の給食はおいしいと評価を受けているのは、

子供たちや卒業生の自慢です。それを調理員が集

まらないという理由で民間の力を借りて集約化す

れば、調理員が確保できてこれまでのように給食

を維持したいという答弁では、子供たちをはじめ

父母、保護者や市民は納得できません。未来を担

う子供たちのために今の直営体制を維持して、子

供たちも保護者も市民も安心できる現体制を維持

し、問題があればその問題を解決すべきでありま

す。 

 今、質疑の中でありましたけれども、そもそも

調理員がこういう身分が不安定になったのは、正

職員を採用をやめて不補充、こういう中で結果と

して今の体制となっているわけでありまして、安

定的にする一番いいのは正職員であることは一番

いいに決まっています。しかし、今の流れの中で

そうはなってこなかった。いずれにしても、民間

委託をすれば全て問題が解決するわけではありま

せん。今必要なのは子供たちのために安心して給

食を食べさせることができる、そういう体制にす

る、問題があれば改善を図る、そういうことが必

要だと思います。そのためには、一度立ち止まり、

子供たちや保護者、市民の声をいま一度聞いてよ

りよい学校給食を目指すべきと考えます。 

 以上の理由を述べて、修正案の賛成討論といた

します。 

○山田庫司郎委員長 次、古田委員。 

○古田純也委員 急速な減少人口のことを考えま

すと、やはり安定的に給食を子供たちに提供する

のは、小規模校から大規模校へ調理場の集約は早

急にすべきだと私は思っております。修正案の反

対を私はします。 

○山田庫司郎委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 私はこの修正案に賛成の立場か

ら討論をさせていただきます。 

 種々議論の中で、皆さんの共通認識というもの

を理解いたしました。 

 この間、予算委員会の特別委員会の中で、種々

議論をされて何のためにこの給食という問題を

我々は取り上げているのか、給食というものは何

なのかということについて、真摯に議論を重ねて

まいりました。私はその中で、給食は子供たちの

命につながる部分であるからきっちりと議論をし

て、この問題に取り組んでほしいということをお

願いいたしました。これは今も変わりません。そ

の理由も特別委員会の中でお話をさせていただき

ました。 

 現場を知って、私たちはつぶさにそれを見なが

らこの経過を見てきたときに、あながち、いろい

ろな委員の中には、この大切な教育環境の中にコ

スト意識を入れようとした方もいらっしゃいまし

た。それは非常に残念なことであります。私は特

別委員会の中で申し上げました。そこはこの教育

委員会のところは、コスト意識を申し訳ないが少

し目をつぶっていただけないか、ここは当市に

とって一番将来につながる大事なところなのだよ

ということを私は申し上げたつもりであります。 

 賛同を頂けないことは大変残念ではありますが、

私はこの信念を変えるつもりは毛頭ございません。

やはり教育現場というのは、コストを多少かかっ

てでもしっかりと守り抜いていく、それは将来に

つながる網走市の姿であるということは、これは

皆さんに申し上げたとおりであります。どうか皆

さんの御賛同を頂きながら、未来の子供たちのた

めにこの案をいま一度立ち止まり、しっかりと未

来につながる一助にしていただければなというふ

うに思います。 

 賛成の立場から討論させていただきました。 

○山田庫司郎委員長 討論ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論はなしといたします。 

 それでは、採決に入りたいと思います。 

 最初に、この修正案に対して、賛成の方の起立
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を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 着席願います。 

 それでは、確認をさせていただきました。 

 賛成者起立８名、委員長として14名の委員がい

ますので、反対の方の起立は求めないで賛成８名

ということで、この修正案については採択の形で

整理をさせていただきたいと思います。 

 これに御異議ございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この後も総括質疑及び報告案等の取

りまとめもございますので、この際休憩をさせて

いただき種々御協議を願うことにしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、休憩をいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午後12時18分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時01分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 先ほどの予算特別委員会でも皆さんにお願いも

含めて周知したところでございますが、これから

委員協議会を開催をして種々協議を願うことにし

たいと思います。 

 そのために予算特別委員会は暫時休憩をさせて

いただきたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、休憩いたします。 

午後１時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時00分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 休憩中、令和３年度各会計予算及び関連議案審

査の取りまとめについて種々御協議を願ったとこ

ろでありますが、これから申し上げます諸事項に

ついて、大方の意見が一致しました。委員皆様の

御賛同をお願い申し上げまして、審査終了の運び

としたいと思いますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

 取りまとめの結果といたしましては、総括質疑

は行わない、特別委員会での討論は行わない、委

員会に付託された議案12件についてですが、議案

第１号は賛成多数をもって修正議案を可決すべき

ものと決定しました。 

 また、議案第３号及び議案第４号並びに議案第

６号並びに議案第７号の４件は大方の委員により、

原案可決すべきものと決定し、また議案第２号、

議案第５号及び議案第８号から議案第12号までの

７件については、委員全員の一致により原案可決

すべきものと決定し、３項目の附帯意見を付すも

のと一致したところであります。なお、附帯意見

については、お手元に御配付のとおりであります。 

 ここで、お諮りします。 

 本委員会に付託され、審査中の令和３年度各会

計予算及び関連議案の計12件は、細部質疑を全て

終了し、この際、総括質疑は行わないこととし、

討論は省略する。また、議案12件に対しては、先

ほど申し上げたとおり、３項目の附帯意見を付し

て原案どおり可決すべきものとする。 

 以上のような取扱いにすることとしまして、本

委員会は審査を終了し、本会議に報告することに

したいと思いますが、これに賛成の委員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数と認めます。 

 よって、そのように決定されました。 

 以上をもって、本委員会はその使命を終了し、

閉会の運びとなりました。 

 自席でお許しを頂きまして、ここで私から一言

御挨拶を申し上げます。 

 去る３月10日、令和３年度予算等審査特別委員

会が設置され、私が委員長に、立崎委員が副委員

長に選任されまして、実質６日間にわたり慎重に

審査を頂きました。その間、委員の皆様方におか

れましては、大変熱心に審査を頂き、また、理事

者の皆さんには長時間にわたりまして、誠心誠意

審査に御協力を頂きましたことに心からお礼を申

し上げます。皆様の御協力に対しまして、心から

厚くお礼を申し上げ、挨拶といたします。 

 大変ありがとうございました。 

 以上で、令和３年度予算等審査特別委員会を閉

会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後４時05分 閉会 

───────────────────────── 


